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１【提出理由】 

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が資産の運用

を委託する資産運用会社である伊藤忠リート・マネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」

といいます。）は、本日開催の投資運用委員会において、本投資法人の資産運用に係る運用ガイ

ドライン（以下「運用ガイドライン」といいます。）を以下のとおり変更することを決定しまし

たので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府

令第 29 条第 1 項および同条第 2 項第 3 号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 

 

２【報告内容】 

（１）変更の内容についての概要 

本投資法人は、大手総合商社である伊藤忠商事を中心とする伊藤忠グループと「拡張的協働関係」

を構築し、物流不動産をはじめとした物流インフラを発展させることで豊かな社会づくりに寄

与するとともに、本投資法人の投資主価値の最大化及び J-REIT 市場の健全な発展に貢献するこ

とを目指しております。今回、本投資法人の上場から約 3 年が経過し、資本規模が 1,114 億円を

超え、経営基盤の安定性が増してきたことを背景に、財務の安定性を毀損しない範囲内で、投資

主への還元を拡大すべく運用ガイドラインの分配方針を変更することといたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 運用ガイドライン 新旧対照表 

 

（下線は変更部分を示します。） 

変更前 変更後 

（利益を超えた金銭の分配） 

第 26 条 

本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益の額

の 100 分の 90 に相当する金額に満たない場合、

本投資法人が適切と判断した場合、又は本投資法

人における法人税等の課税負担を軽減することが

できる場合、投信協会規則に定められる金額を限

度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超

えた金銭として分配することができる。ただし、こ

の場合において、金銭の分配金額が投資法人に係

る課税の特例規定における要件を満たさないとき

は、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が

決定した金額をもって、分配可能金額を超えて金

銭の分配をすることができる。なお、本投資法人

は、原則として毎期継続的に分配可能金額を超え

る金銭の分配を行うことを方針とし、その実施及

び金額の決定にあたっては、保有資産の競争力の

維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額

及び本投資法人の財務状態に十分配慮する。ただ

し、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、

保有資産の状況、財務の状況等を踏まえ、本投資法

人が不適切と判断した場合には分配可能金額を超

える金銭の分配を行わない。本投資法人は、投信協

会規則に定める額を上限として、本投資法人が決

定した額を、利益を超える金銭の分配（出資の払戻

し）として、利益の範囲内で行う金銭の分配（以下

「利益分配」という。）に加えて分配することがで

きると定めている。本投資法人は、他の不動産資産

との比較において、一般的に土地建物価格のうち

建物価格の割合が高く、減価償却費割合が大きい

という物流不動産の特性を踏まえ、効果的な資本

的支出の実施、新規物件の取得資金への充当及び

有利子負債の返済など、資金の有効活用に係る

様々な選択肢について検討の上、当該営業期間の

（利益を超えた金銭の分配） 

第 26 条 

本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益の額

の 100 分の 90 に相当する金額に満たない場合、

本投資法人が適切と判断した場合、又は本投資法

人における法人税等の課税負担を軽減することが

できる場合、投信協会規則に定められる金額を限

度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超

えた金銭として分配することができる。ただし、こ

の場合において、金銭の分配金額が投資法人に係

る課税の特例規定における要件を満たさないとき

は、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が

決定した金額をもって、分配可能金額を超えて金

銭の分配をすることができる。なお、本投資法人

は、原則として毎期継続的に分配可能金額を超え

る金銭の分配を行うことを方針とし、その実施及

び金額の決定にあたっては、保有資産の競争力の

維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額

及び本投資法人の財務状態に十分配慮する。ただ

し、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、

保有資産の状況、財務の状況等を踏まえ、本投資法

人が不適切と判断した場合には分配可能金額を超

える金銭の分配を行わない。本投資法人は、投信協

会規則に定める額を上限として、本投資法人が決

定した額を、利益を超える金銭の分配（出資の払戻

し）として、利益の範囲内で行う金銭の分配（以下

「利益分配」という。）に加えて分配することがで

きると定めている。本投資法人は、他の不動産資産

との比較において、一般的に土地建物価格のうち

建物価格の割合が高く、減価償却費割合が大きい

という物流不動産の特性を踏まえ、効果的な資本

的支出の実施、新規物件の取得資金への充当及び

有利子負債の返済など、資金の有効活用に係る

様々な選択肢について検討の上、長期的な保有資

産の維持管理及び財務の安定性を確保する観点か



減価償却費の 30％を上限に、利益超過分配を原則

毎期継続的に行う方針である。 

ら、資本的支出等に係る過去の実績及びエンジニ

アリング・レポート等に基づく将来の見通しも勘

案し当該営業期間の減価償却費の 30％を目途に、

利益超過分配を原則毎期継続的に行う方針（以下

「継続的な利益超過分配」という。）である。 

また、本投資法人は、適切なキャッシュマネジメン

トによる安定的な分配水準を確保するため、不動

産売却損益を除いた、保有資産の運用から生じる

キャッシュ・フローに重点をおいて、長期的な保有

資産の維持管理及び財務の安定性が確保される範

囲内で、原則 FFO（Funds From Operations の略

称であり、当期純利益（ただし、不動産売却損益を

除く。）に当該営業期間の減価償却費を加算した値

をいう。）の 70％を目処（ただし、当面の間にお

いては減価償却費の 30％を上限として FFO の

70％を超える場合もある。）に、下記の算定方式に

基づき決定した金額の利益超過分配（以下「継続的

な利益超過分配」という。）を、利益分配に加えて

継続的に行う方針とする。 

 

継続的な利益超過分配の算定方式 

i.当該営業期間の当期純利益に基づき利益分配を

決定する 

ii.当該営業期間の当期純利益（ただし、不動産売

却損益を除く。）に減価償却費を加算し、当該営業

期間の FFO を算定する。 

iii.当該営業期間の FFO の 70％に相当する金額

を目処に、利益超過分配を含めた分配可能総額を

算定する。 

iv.利益超過分配を含めた分配可能総額から、利益

分配（ただし、不動産売却損益を除く。）の額を控

除し、利益超過分配可能額を算定する。 

v.前記 iv.において算定された利益超過分配可能

額を原則継続的な利益超過分配額としますが、算

定された額が当該計算期間の減価償却費の 30％ 

を超える場合は、減価償却費の 30％を継続的な利

益超過分配の額とする。 

削除 

 

（以下、省略） 

 



vi.前記 v.において決定した利益超過分配を、前

記 i.において決定した利益分配に加えた額を、分

配総額として原則として毎期継続的に行う。 

（以下、省略） 

 

 

（２）変更の年月日 

   2021 年 9 月 15 日 


